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「磯のいきもの観察会」
　太地町立くじらの博物館は、5 月 25（日）に「磯
のいきもの観察会」を行いました。
　磯のいきもの観察会は、くじら館水族館飼育員のガ
イドのもと、町内磯に生息する生き物の観察と採集を
行い、海についての理解や関心を深める催しです。海
の底にある石の下や、潮だまりに残された生物を観察
する事で、そこで暮らす生き物や海について考え、小
さな命の営みを感じてもらう機会となりました。



まちの
だい話TOWN

TOPICS

22

　国内外の有名選手が紀南地方を駆け抜ける国
際自転車レース「ツール・ド・熊野 2025」の
第４ステージが開催されました。
　天候にも恵まれ、選手は潮風を体いっぱいに
感じながら、また、住民の皆さまからの温かい
声援をいただきながら町内を駆け抜けました。
※写真は表彰式の様子

　太地町立くじらの博物館スタッフと住民有志
が海岸清掃を行いました。
　海岸清掃は、飼育鯨類が暮らすくじらの博物
館自然プールに隣接し、吉野熊野国立公園の一
部でもある通称「めがね岩」付近の海岸で行い、
漂着した人工物や流木などのゴミ拾いを行いま
した。

　町制 100 周年に合わせ、続編の町史「太地
町のあゆみ」を刊行し、１世帯につき１冊を配
布しております。
　来年 3月 31日までは平日に太地町立公民館
にて配布しておりますので、配布を希望される
方は公民館での受取をお願いいたします。

　太地町立くじらの博物館にて、6月 2日（月）
から 6月 10日（火）の間、クジラショー後に「ク
ジラの歯みがき」を取り入れ、歯と口の衛生の
普及啓発を行いました。
　6月2日（月）10時 30分からのクジラショー
に「太地こども園」の園児が招待され、博物館
スタッフからクジラに関する説明を聞き、園児
がブラシを持ち、クジラの歯を磨きました。

5/11㈰

5/31㈯

6/2㈫

ツ ール・ド・熊野

め がね岩　お掃除作戦

ク ジラの歯磨き

続 編太地町史　太地町のあゆみ　配布

太地町生き生き情報コーナー
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太地町生き生き情報コーナー
お知らせ

太地町選挙管理委員会からのお知らせ
　令和７年８月３日（日）に太地町議会議員一般選挙
が執行される予定です。
　投票日当日の投票時間は、下記のとおりとなってお
りますので、お知らせします。
　なお、当日ご都合の悪い方は、期日前投票ができま
す。　　　　　　　　　　

記

投 票 日　令和７年８月３日（日）
投票時間　午前７時から午後７時まで

◎期日前投票について
　期　　間　７月 30 日（水）から 8 月 2 日（土）まで
　受付時間　午前８時 30 分から午後８時まで
　場　　所　太地町役場１階ロビー

　　　　　入場券の裏面をご確認ください
　期日前投票所における混雑緩和のため、有権者の皆
様にお送りしております入場券の裏面に「期日前投票
宣誓書兼請求書」を印字しております。
　期日前投票にお越しいただく前に、あらかじめご記
入いただくことで受付をスムーズに行うことができま
す。
　事前の記入にご協力をお願いします。
※　投票日当日（8/3）に投票する場合は、記入する
必要はありません。

〇期日前投票にお越しの際は、下記の宣誓書兼請求書にあらかじめ
記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
〇投票日当日に投票する場合は、記入する必要はありません。
〇期日前投票所における混雑緩和のため、事前記入にご協力をお願
いします。

期日前投票宣誓書兼請求書

　私は、表面記載の選挙当日、下記のいずれかの事由に該当する見
込みです。以上、真実であることを誓い、投票用紙を請求します。

太地町選挙管理委員会委員長　様

令和　　年　　月　　日

氏名

生年月日
性別

明治・大正
昭和・平成

年　　月　　日 男・女

※　太枠内のみ記入をお願いします。

◎この入場券は、本人以外の者は使用できません。
◎選挙権のない人が投票したり、他人の入場券を使用して投票する
と罰せられます。
◎投票当日は本券を持参し、投票所係員に示して投票用紙の交付を
受けてください。

【お問い合わせ】和歌山県東牟婁郡太地町大字太地3767番地の1　

太地町選挙管理委員会　☎0735-59-2335（代表）

現住所
*表面記載の住所と同じ場合は記入不要

事由

仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭等に従事

用事等で投票区域外に外出、旅行、滞在

疾病、負傷、出産、老衰、身体障害等

交通至難の島等に居住、滞在など

住所移転のため、本町以外に居住

天災又は悪天候により投票所に到達困難
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移動県民相談のお知らせ
【日　　時】令和７年7月 16日（水）午後１時から午後４時まで
　　　　　　※　相談時間は１件につき20分
【場　　所】東牟婁振興局　　住所：新宮市緑ヶ丘２丁目４－８
【相談内容】土地・建物、借地・借家、相続、離婚、金銭関係、損害賠償など法律問題
　　　　　　（弁護士が無料で相談）、行政相談
【事前受付】令和７年７月２日（水）午前９時から先着９名
　　　　　　東牟婁振興局　総務県民課へ電話予約（０７３５－２１－９６０７）

国際鯨類施設　令和７年7月休日の開館日程について
【開館日】令和7年７月12日（土）、26日（土）いずれも午前10時から午後4時まで
【問合せ】国際鯨類施設　指定管理者：一財）日本鯨類研究所太地事務所　0735-29-2281
※なお、日程が変更となることもありますので、その際には防災行政無線や一般財団法人日本鯨類研
究所ホームページにてお知らせいたします。

第2回空き家バンクセミナー及び第１回空き家活用相談会の開催について
利用する予定のない住宅を空き家バンクに登録し、問題解決に向けて一歩動き出してみませんか？
セミナーの後は相談会も実施しますので、ぜひこの機会にご相談ください。

【日程】令和7年 7月 19日（土）
　参加費無料、原則予約制（予約に空きがあれば当日でもご参加いただけます）

〇第 2 回空き家バンクセミナー（空き家問題の現状・わかやま空き家バンクについて）
　時　間：10時 00分～ 11時 30分
　会　場：東牟婁振興局 地階第 2会議室
　定　員：20名程度
〇令和 7 年度第 1 回空き家活用相談会（空き家のお悩み解決に向けてアドバイスします）
　時　間：13時 00分～ 16時 00分
　会　場：新宮市文化複合施設（丹鶴ホール）2階小会議室
　定　員：6組（1組 30分程度のご相談を予定しています）
　※�東牟婁地域（新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）所在の物件を対象とし
た相談会です。

　申込期間： 7月 14日（月）まで
　受付時間：平日9時 00分～ 17時 45分
　申込・お問い合わせ：東牟婁振興局地域づくり課／☎０７３５‐２１‐９６２７

※本事業は和歌山県から委託を受けた和歌山県地域おこし協力隊が（一社）ミチル空間プロジェクト
と連携して実施するものです。

お知らせ

お知らせ

お知らせ



海上保安官募集　～「平和で美しく豊かな海」を守る～
2026 年４月採用者を募集します。※身長および体重の制限が廃止されました
お問合せ：田辺海上保安部管理課　　ＴＥＬ：０７３９－２２－２００２

観測所施設公開と人工衛星レーザー測距観測実演　～「海の月間」に伴うイベント～
日　　時：令和 7 年７月 19 日（土）15 時から 21 時まで
　　　　　・１部（昼間）15 時～ 16 時 30 分　　・２部（夜間）19 時～ 21 時
　　　　　※入場は各部開始の 20 分前から可能です。
場　　所：〒 649-5142　和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里 1981 下里水路観測所
実施内容：（１）海上保安庁及び下里水路観測所の業務紹介
　　　　　（２）施設公開と人工衛星レーザー測距観測の実演
受付期間：令和 7 年 7 月 7 日（月）から同年 7 月 16 日（水）まで
　　　　　※申込等、詳細については下記に問い合わせください
お問合せ：下里水路観測所　TEL 0735-58-0084（平日 9 時～ 17 時）

観第61回　夏の子どもを守る運動
　７月１日～８月 31 日まで、県下一円で家族、学校、地域が一体となって子供たちを守る運動が実
施されています。最近は、子どもが自宅でインターネットを利用する時間が増え、ネット上のやりと
りによって犯罪やトラブルが増えているため注意が必要です。
　尊い子どもたちの安全と生命を守るため、家庭において十分話し合っていただくとともに、地域に
おいても子どもたちが非行に巻きもまれないように見守っていただくなどのご協力をお願いしています。

○水の事故に気を付けよう！
○見逃さないで！子どものサイン
○考えよう！家族みんなでスマホのルール！
○悩みはまず相談しよう！

★他にも、各ご家庭での約束事を話し合ってみましょう！

詳しくは　ＨＰ：“ 海上保安官　採用 ” で検索
もしくは　右記 QRコードを読み込んでください。

海上保安学校学生採用試験（４月期）
（受 付 期 間）2025 年７月 11 日（金）～７月 24 日（木）
（申 込 方 法）インターネットでの申込み
（１次試験日）2025 年９月 28 日（日）
（試 験 会 場）和歌山市等
（受 験 資 格）�2025 年４月１日において高等学校等を卒業

して 12 年を経過していない方など
（採 用 後）�海上保安学校（京都府舞鶴）で 1 年～ 2 年の

教育を経て、現場配属

海上保安大学校学生採用試験（本科）
（受 付 期 間）2025 年８月２１日（木）～９月８日（月）
（申 込 方 法）インターネットでの申込み
（１次試験日）2025 年 10 月 25 日（土）、26 日（日）
（試 験 会 場）和歌山市等
（受 験 資 格）�2025 年４月１日において高等学校等を卒業

して２年を経過していない方など
（採 用 後）�海上保安大学校（広島県呉市）で 4 年 9 カ月

の教育を経て、現場配属

海上保安官の仕事内容や学生生活
の様子は右記QRコードをご覧ください。

お知らせ

お知らせ

お知らせ
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住民福祉課だより
『 住民福祉課だより 』の

各種内容に関するお問合わせは、住民福祉課までお願いします。
☎ ０７３５－５９－２３３５（代）

「里親支援センターほっと」からのお知らせ

ごみの分別について

−ドキュメンタリードラマ上映会 & 講演会のお知らせ−
　７月 29日（火）、メルキュール和歌山串本リゾート＆スパ（１階ロイヤルホール）にて、NHK の
ドキュメンタリードラマ『命のバトン～赤ちゃん縁組がつなぐ絆』を上映いたします。
　上映後、番組制作チーフディレクター猪瀬美樹さんに講演をしていただきます。
　参加ご希望の方はお電話か右記 QR コードからお申込みください。
お申込み期間は 7/22 まで、定員 300 名　
　
里親相談会を開催します！
　８月６日 (水 )・８月 20日 ( 水 )・８月 27日 ( 水 )10 時 00 分～ 12時 00分　
　太地町公民館（２階　視聴覚室）にて「里親相談会」を開催します。
里親制度について詳しくお話しします。予約も不要ですので、お気軽にお越しください。

里親支援センターほっと　担当：川口
田辺市城山台 5 － 1　0739 － 34 － 2735
https://www.wfj.or.jp/hot/

　平素は、町環境美化及び清掃業務にご理解、ご協力をいただき有難うござい
ます。
さて、昨今、ごみ置場に分別ごみの指定日とは異なるごみ出し等で、ごみ置場
周辺の住民の方々にご迷惑をおかけしています。
　また、これからの季節は特に高温多湿となり腐敗悪臭が漂う可能性もありま
すので、前日の夜間等ではなく回収日の朝の時間帯にごみを出していただきま
すようお願いいたします。　

太地町清掃センター
太地町住民福祉課
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住民福祉課だより
レントゲン検診について　

令和７年度　浄化槽設置の補助金制度の拡張について

　7 月 15 日、7 月 16 日に下記の日程でレントゲン検診を行います。申込みが必要ですので、ご希
望される方は住民福祉課に申込みお願いします。

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、太地町は浄化
槽設置整備事業補助金を交付する制度を設けています。
　令和６年度までの合併浄化槽の設置補助に加え、令和７年度より単独浄化槽・くみ取り便槽からの
転換費用についても補助対象となります。

 単独浄化槽からの転換 　　　　　　　　　　　　　　　
■既設の単独浄化槽の撤去費用／別途上限 12 万円
■配管設備費用／別途上限 30 万円
 
 くみ取り便槽からの転換 
■既設のくみ取り便槽の撤去費用／別途上限 9 万円
■配管設備費用／別途上限 30 万

次の場合は対象外となります

①�既に合併浄化槽を設置している家
屋の世帯による家屋の新築・建て
替え・増築

②既設合併浄化槽の更新・改築

設置補助額

５　人　槽 ３３２，０００円

６～７人槽 ４１４，０００円

８～ 50 人槽 ５４８，０００円

日　時 場　所

７月 15 日（火）

8：10 ～ 8：30 平 見 集 会 所 前
8：45 ～ 9：00 平 見 消 防 屯 所 前
9：15 ～ 9：30 平 見 県 営 住 宅 前

17：30 ～ 18：00 漁 協 ス ー パ ー 前

７月 16 日（水）

8：10 ～ 8：25 夏 山 も み じ や 旅 館 前
8：45 ～ 9：15 山本文雄氏宅前（暖海）
9：30 ～ 10：00 東 新 集 会 所
17：00 ～ 17：20 上中克則氏宅前（森浦）
17：35 ～ 18：00 水 の 浦 駐 在 所 前
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７月は「社会を明るくする運動強化月間」です
「社会を明るくする運動」とは・・・
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの
立場で力をあわせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

行動目標
①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組みを進めよう
②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

重点事項
①出所等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと
②帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと
③薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境作ること
④犯罪をした高齢者・障害者等が、社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること
⑤非行少年等が学びを継続できる環境を作ること

また、令和 7 年 4 月 17 日に「国際更生保護ボランティアの日」の認知度向上を目指し、くじらのモ
ニュメントのイエローライトアップをおこないましたが、同様に 7 月は「社会を明るくする運動強
調月間として、1 カ月間の点灯を実施します。

お問い合わせ先：住民福祉課
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補助金申請の流れ

見積 補助金
交付申請

交付決定
通知書受領

契約・
工事着工

施工完了・
実績報告

額の確定
通知書受領 請求 補助金交付

※必ず県からの交付決定以降に事業着手（契約・工事着工）してください。交付決定前に事業着手（契約・工事着工）した場合は、補助対象外となります。

令和７年度
和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金

再エネ・省エネ設備の導入費用を補助します！

他にも要件がありますので詳細は県HPをご確認ください。
・県が実施する説明会を受講した事業者によって設置されるものであること
・県内（和歌山市、那智勝浦町除く）に設置されるものであること 等
※和歌山市、那智勝浦町は各々環境省から交付を受け、事業を実施しています。詳細は各市町へお問い合せください。

問合せ先 和歌山県環境生活部環境政策局脱炭素政策課 電話073 -441 -2674

事業者

受付期間（個人向け太陽光発電設備・蓄電池）
一次募集：令和7年5月21日（水）10時から令和7年7月18日（金）17時まで（先着順）
※以降の受付期間については県HPをご確認ください。

受付期間（個人向けコージェネレーションシステム、事業者向け太陽光発電設備・蓄電池、
事業者向け高効率機器）

令和7年5月21日（水）10時から令和７年10月31日（金）17時まで（先着順）

要件を満たす場合は、住宅用
太陽光発電設備等共同購入事
業と併せて利用可能です。

（補助金HP） （共同購入HP）

個人

コージェネレーションシステム
（エネファーム）

対象経費の1/2（上限30万円）
主な要件

・一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制
度において登録されているものであること

太陽光発電設備
7万円/ kW

（10kW未満のものに限る。）

蓄電池
蓄電池の価格（円/kWh ）（※）の1/3（上限47万円）

※14.1万円/kWh を上限とする。
（20kWh 未満のものに限る。）

主な要件
・太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
・FIT ・FIP 制度の認定を取得しないこと
・自家消費比率を30％以上とすること
・12.5万円/kWh 以下の蓄電システムとなるよう努めること

＋

高効率照明機器
対象経費の1/2（上限300万円）

主な要件
・調光制御機能を有するLED であること
・既存設備に替えて導入するものであること

高効率給湯機器
対象経費の1/2（上限250万円）

主な要件
・従来の給湯機器等に対して30％以上省CO2
効果が得られるものであること

・既存設備に替えて導入するものであること

高効率空調機器
対象経費の1/2（上限600万円）

主な要件
・従来の空調機器等に対して30％以上省CO2
効果が得られるものであること
・既存設備に替えて導入するものであること

太陽光発電設備
5万円/kW （上限250万円）

蓄電池
蓄電池の価格（円/kWh ）（※）の1/3（上限320万円）
※家庭用:14.1 万円/kWh 、業務用:16.0 万円/kWh を上限とする。

主な要件
・太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置すること
・FIT ・FIP 制度の認定を取得しないこと
・自家消費比率を50％以上とすること
・自己託送を行わないこと
・目標価格（家庭用:12 .5万円/kWh 、業務用:11 .9万円/kWh ）
以下の蓄電システムとなるよう努めること

＋

和 歌山 県
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太地交流マップ掲載団体の募集について
　令和５年５月に発行いたしました「太地交流マップ」（以下「マップ」という。）が、今年で発行か
ら３年目を迎えました。このマップは太地町で活動されているサロン・体操教室・サークル・スポー
ツや文化活動などの場を町民の皆様に知っていただき、参加を促し、互いに支え合い、助け合いの出
来る地域の豊かな人間関係の構築を推進するために作成いたしました。
　このたび、マップの内容の更新にあたり、団体の活動周知やメンバー募集のためマップに掲載を希
望される団体を募集します。応募時にいただいた情報は、マップに掲載して町民の皆様へ広く周知を
します。前回掲載させていただいた団体の皆様はもちろんのこと、今回初めてとなる団体の方も、こ
れからグループをつくって仲間を募集したいという方もぜひご応募ください。たくさんのご応募お待
ちしております。

対　　象：地域の方々が参加できる町内の活動団体・グループ
　　　　　（政治、宗教を伴う活動や営利を目的とした活動を除きます）
掲載内容：団体名、開催場所・日時、実施内容、
　　　　　問合せ先、参加費、開催時の平均参加人数など
発行時期：令和８年春に第２版を発行し町内全世帯に配布予定
お申込み：太地町社会福祉協議会（0735-59-3380 番）まで
　　　　　お電話いただくか、下記の二次元コードから
　　　　　google フォームでお申込みください。

あなたの「得意」を募集しています！
　社会福祉協議会では、あなたの「得意」「特技」などを募集しています。その力をできる範囲の中
で地域の方のために発揮していただくことを目的としています。あなたの力を必要とされている方と
つなぐ役割を社会福祉協議会がお手伝いいたします。
　将棋、囲碁、麻雀、畑、絵、フラワーアレンジメント、釣り、日曜大工、料理、お菓子作り、手芸、
工作など得意なことのご登録お願いします。ご登録は社会福祉協議会までご連絡ください。（５９－
３３８０番）
※営利目的でのご登録はできません。
※ご登録いただいた情報は、本事業にのみ
　利用させていただきます。

将棋とか囲碁とか
健康麻雀とかして
みたいけど、教えて
くれる人や仲間が
ほしいなあ・・・。

申込フォーム



熱中症を予防しましょう
　熱中症は気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能がうまく働かず、
体内に熱がこもってしまうことで起こります。筋肉痛や大量の発汗、さ
らには吐き気や倦怠感などの症状があらわれ、重症になると意識障害な
どが起こります。

分類 重症度 主な症状

Ⅰ度 軽症（現場での応急処置が可能） めまい・失神（立ちくらみ）
筋肉痛・筋肉の硬直（こむら返り）、大量の発汗

Ⅱ度 中等症（病院への搬送が必要） 頭痛・気分の不快・吐き気・おう吐
力が入らない、体がぐったりする（熱疲労、熱疲弊）

Ⅲ度 重症（入院・集中治療の必要） 意識がなくなる、けいれん、歩けない、
刺激への反応がおかしい、高体温（熱射病）

◆ 水分をこまめにとり、充分休息をとる。
　（※汗をかいたら塩分の補給も忘れずに！）
◆ 扇風機やエアコンを使って温度を調整する。
◆ 不要不急の外出をできるだけ避ける。
◆ 外出や屋外での運動や長時間作業をやめる。

① 涼しい環境へ避難させる　　　日陰やエアコンが効いている室内などへ移りましょう。
② 体から熱を放散させて冷やす　衣服をゆるめたり、体を冷やしたりしましょう。
③ 自分で水分・塩分補給を促す　

熱中症特別警戒アラート発表時は、特に徹底して予防を心がけ、暑さを避けましょう。

熱中症警戒アラート 熱中症特別警戒アラート

危険な暑さが予想される場合に、暑さへの気
付きを促し、熱中症への警戒を呼びかけるも
のです。熱中症の危険性が極めて高くなると
予想される日の前日 17 時頃または当日朝 5 時
頃の 1 日 2 回発表されます。

令和６年４月から熱中症警戒アラートの一段
上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設さ
れました。過去に例のない危険な暑さが予測
され、人の健康に係る重大な被害が生じるお
それがあります。

熱中症警戒アラートと熱中症特別警戒アラートについて

熱中症警戒アラート発表時にとりたい熱中症予防の行動

熱中症警戒アラート発表時にとりたい熱中症予防の行動

熱中症が疑われる人を見かけたら・・・

意識障害がみられる場合は、救急車を呼ぶなどすぐに病院へ搬送しましょう。

意識がはっきりしている時は冷たいものを持たせて自分で飲ん
でもらいましょう。
ただし、「呼びかけへの反応がおかしい」「応答がない」ときは、
誤って気道に水分が流れ込む可能性があるため、意識障害があ
る場合は口からの水分摂取は禁物で、病院での点滴が必要です。

（出典：政府広報オンライン　https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html）
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地域包括支援センターにご相談ください

各種体操教室も随時募集中！あなたに合った体操が見つかるかも！？

　地域包括支援センターは、介護保険法で定められた地域住民の健康や生活を総合的に支えていくた
めの機関です。介護や福祉、医療に関する資格を持った専門スタッフが、それぞれ連携しながら地域
の皆さんの困りごとをお受けしています。
　地域包括支援センターは、「ほうかつ」と呼ばれています。

　太地町地域福祉センター梛で、レッドコードという運動器具を使用した運動教室を開催しています。
１グループ 10名定員で、9グループが活動中です。下記の日程で空きがありますので、参加してみ
たいという方は、太地町地域包括支援センターまでご連絡ください。

  「あおぞら体操」 夏期休止のお知らせ
毎週、水曜日と木曜日に町内の各場所で実施中のあおぞら体操は、
熱中症予防対策のため、７月～９月の期間は休止させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（再開は、10 月を予定しています）

①７月４日・１８日（金）　１０：００～１１：００　６名ほど
②７月８日・２２日（火）      ９：３０～１０：３０　６名ほど

持ち物  飲み物・汗拭きタオル・屋内シューズ・動きやすい服装でお越しください
１グループ毎月２回の開催となりますが、習慣的に運動したい方は、ぜひご登
録ください

　介護に関する心配や悩み以外にも健康や生活のことなど、高齢者に関することはどのようなことで
もご相談ください。「どこに相談すればよいか分からない」といった内容でもお気軽にどうぞ。

《事務所・連絡先》太地町多目的センター２階　TEL ５９－３３８０／ FAX ５９－４３３２
※太地町社会福祉協議会と共用ですが、ほうかつへ取り次ぎます

町内にお住いの高齢者のお宅（主に 70 歳以上の高齢者世帯）を巡回
訪問し、生活のご様子をお伺いしています。血圧を測るなどの健康面
のサポートもさせていただいています。

看護師による訪問活動を行っています

高齢者のよろず相談窓口です
◎ 介護に関すること
◎ 健康・介護予防に関すること
◎ 財産管理や成年後見制度等のこと
◎ 消費者被害に関すること
◎ その他日常生活に関すること

（買い物や食事に困っている。
　 スマートフォンの操作が分からないなど）

ほ う も ん（ 訪 　問 ）
そ う だ ん（ 相 　談 ）
か い ご よ ぼ う（介護予防）
せ い か つし え ん（生活支援）

ほ
う
か
つ
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太地町社会福祉協議会 / 包括支援センター

TEL　0735–59–3380/FAX　0735–59–4332/ 本会 HP 

名　称 日　程 時　間 会場・備考 内容・対象など

あおぞら体操 夏季休止

9:30~ 暖海ゲートボール場

ラジオ体操やご当地健康体操を屋
外で実施します
どなたでも参加できます

10:00~ 森浦地蔵院前
10:30~ 平見消防屯所前
9:30~ 多目的センター駐車場

10:00~ 東の浜ふれあい広場
10:30~ 平見公園

男のトレーニング塾
（毎週水曜日）

２日・９日・16 日
・23 日・30 日

9:30　　
~10:30 多目的センター

町内にお住いの 60 歳以上の男性で
かつ介護認定を受けていない方医
師に運動の制限を受けていない方

まめなかに倶楽部
( 毎週金曜日）
4 日・11 日

・18 日・25 日

9:30　　
~10:30 多目的センター 町内にお住いの 65 歳以上の方

医師に運動の制限を受けていない方

なかよし体操

東新（月曜日）
７日・28日

13:30　
~14:30

東新集会所
椅子に座って行う体操教室です
毎月 1 回は録画したビデオを見な
がら体操を実施する日があります
どなたでも参加できます

森浦（月曜日）
14日・28日 森浦集会所

寄水（月曜日）
14日・28日 寄水集会所

ふれあいサロン
いっぷく亭

東新（水曜日）
23日

13:30　
~15:30

寄水集会所

茶話会を中心に、不定期で生活や
健康に関するお話会を実施します
廃油の回収を行っています
どなたでも参加できます

寄水（水曜日）
2日・30日 森浦集会所

森浦（水曜日）
９日 平見集会所

平見（水曜日）
16 日 東新集会所

社協の
エクササイズ教室

（若がえる筋トレ）
16 日（水曜日） 19:00　

~20:00 多目的センター
町内にお住いの介護認定を受けて
いない方
医師に運動の制限を受けていない方

買い物
　支援サービス 16 日（水曜日）

バス時刻表は
過去発行の広報誌で
確認をお願いします。

受付開始：１日～
締 切 り：13 日

町内にお住いの 65 歳以上のひと
り暮らし又は高齢者のみ世帯の方

（要申込み）
※その他非該当となる要件があります

○7月の事業予定表

ご寄付お礼
漁野　伸哉　様より
　　 故　漁野　修子　様の生前の御好誼に感謝して。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誠にありがたく、厚くお礼申し上げます。
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住民基本台帳
（令和 7 年 5 月末日現在）

総人口 2,822 人
　　男  1,270 人
　　女  1,552 人

世帯数   1,564 世帯
（前月比：総人口  ４人増
              世帯数  ４世帯増）

～やっぱり、公共交通！～

《保健衛生関係 7月行事予定》
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

７月９日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：00 公 民 館
13：00 ～ 13：30 平見集会所
13：45 ～ 14：15 老人憩の家
14：30 ～ 15：00 寄水集会所

７月 28 日（月）成人健康相談（血圧測定） 14：30 ～ 15：00 森浦集会所
７月 23 日（水） 乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 ふれあいルーム

※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、自宅で採尿をしてお持ちください。

健康教育
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

なかよし体操 なかよし体操及びあおぞら体操の日程は、
本誌 13 ページの社協だより“事業予定表”欄へ掲載しています。あおぞら体操

健診
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

７月 10 日（木） １歳６か月児健診 12：45 ～ 13：00（受付） 多目的センター３歳６か月児健診
７月 15 日（火）

	 16 日（水） 胸部レントゲン検診 時間・場所の詳細は７ページをご参照ください

７月 24 日（木） 4 か月児健診  9：00 ～ 9：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター10 か月児健診

電車やバスの利用者が減ると、鉄道会社やバス会社は運行を

維持できなくなり、路線が廃止となる可能性があります。

地域の移動手段を守るためにも公共交通をどんどん利用しま

しょう。
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